
 

 

東久留米市教育委員会 

教育センター便り 
令和５年度 学期号 

開室時間 

 月 火 水 木 金 土 日 

学習適応教室 
休 

火～金  

（9：00-16：00） 
休 休 

042-474-0837 

中央相談室 
休 

火～土 

（10：00-17：00） 
休 

042-473-3667 

滝山相談室 月～金 

（10：00-17：00） 
水曜は 18 時まで 

休 休 

042-475-8909 

学校支援室 
休 

火～金 

 （8：30-17：00） 
休 休 

042-475-2391 

 

東久留米市地域資源 PR キャラクター ホームページ QR コード 

http://www.higashikurume-school02.jp/~kurume-center/ ホームページ 



 
 
 

お子さんのことでお悩みの方へ 
幼児、小学生、中学生並びにその保護者に臨床心理士・公

認心理師が相談に応じます。お子さんにはプレイセラピーを

行う場合もあります。相談内容は守秘されます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

不登校児童・生徒の学校復帰支援  

「勇気ある一歩」をスローガンに、学習や様々な体

験活動に取り組み、自立心や集団への適応力を育み、

社会的に自立する力の向上を目指します。 

 
 
※いろいろタイム 
 一日のスタートがスムーズになるよう、本人の意思を

尊重し、読書や運動、コミュニケーションを主としたゲ

ームなどを行います。 
 

 学習適応教室が、子供たちにとって、一つの居場

所として定着し、「笑顔（ ）」があふれ、少

しずつ自信を付けていくことで、次への「 」

に踏み出せるよう支援していきます。 

 
 
 

学校・教職員の教育活動を支援 

 学校支援室は令和5年4月現在5名のスタッフ

で活動しています。それぞれが役割を分担しなが

ら、教育委員会指導室との連携の下、以下のよう

な業務に携わっています。 

①先生方対象の各種委員会・研修会の支援 

 ・名立て・出席簿の準備、会場の準備など 

②教育資料の整備・保管・貸出 

 ・三小資料室の管理、琴の貸し出しなど 

③訪問・派遣等、各種学校支援活動 

 ・指導室の指示による学校支援、授業観察など 

④情報教育支援員によるパソコン関係の支援 

 ・学校ホームページの更新、GIGA 端末のトラブ  

ル対応、セーフティ教室実施の支援など 

⑤指導室主催の連合行事等の支援 

 ・授業改善研究会全体会、音楽鑑賞教室、小学

校連合音楽会、連合作品展・書写展の支援な

ど 

 
 
 

 
 
 
 
福祉的なアプローチで子供たちを支援 

不登校、いじめ、人間関係など、子供たちが日々

の生活の中で直面するいろいろな困難さを、福祉

的、心理的、教育的観点から捉え、関係機関と連携

し解決を図っていくサポートシステムです。 
 
 問題を抱える児童・生徒が置かれた環境へ働き

かけ、関係機関等とのネットワークを構築し、連

携・調整を図ります。 
 ケース会議等により学校におけるチーム体制の

構築、支援を進めます。 
 保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供

を行います。 
 教職員等への研修活動に協力します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

お電話による申込み 
 
 
 

 
 

当相談室での継続面接 
曜日と時間・担当を決めて定期的
に行います。（1 回 50 分） 

他機関へ紹介 
又は終了 

受理面接日の調整 
1～2 週間後、日時のご連絡を
させて頂きます。 

中央相談室 
火曜日～土曜日 10:00-17:00 
 
土曜日は大変混みあっております。
 

滝山相談室 
月曜日～金曜日 10:00-17:00 
水曜日は 18 時まで相談を行っ
ております。 

受理面接 
保護者のみお越しください。（約 90 分程度） 

お受けできない場合 
ご相談の内容によっては、お受けで
きない場合もあります。 
検査のみは受け付けておりません。 
 

学校支援室 SSW 

教育相談室 

042-475-2391 

スマイル・ステップ 042-474-0837  
042-473-3667(中央) 
042-475-8909(滝山) 

スクールソーシャルワーカー 

※令和 3 年 4 月に教育委員会指導室に移動しました 

 

  

 問題解決のため 

の必要な調整や

支援を行う。

  児童・生徒の個 

別サポートを行

 保護者の個別 

う。

サポートを行う。

 
関係機関との調

 
 

整を図る。   
   

  

学校 児童・生徒 保護者 地域社会 

（学習適応教室） 


